
 

 

一 

 
 

 

公
共
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
題
名
及
び
総
則
の
改
正 

 

一 

題
名
及
び
目
的
規
定
の
改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
題
名
及
び
第
一
条
関
係
） 

 
 

１ 

題
名
を
「
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
等
の
た
め
の
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」

に
改
め
る
こ
と
。 

 
 

２ 

目
的
規
定
に
つ
い
て
、
本
法
に
お
い
て
木
材
の
利
用
を
促
進
す
る
主
な
対
象
を
公
共
建
築
物
か
ら
建
築
物
一
般
に
拡

大
す
る
と
と
も
に
、
本
法
の
目
的
に
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
追
加
す
る
等
の
改
正
を
行
う
こ
と
。 

 

二 

基
本
理
念
の
新
設 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
新
第
三
条
関
係
） 

 
 

１ 

木
材
の
利
用
の
促
進
は
、
地
球
温
暖
化
を
防
止
す
る
こ
と
が
人
類
共
通
の
課
題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
脱
炭
素
社
会

の
実
現
が
我
が
国
の
緊
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
森
林
に
お
け
る
造
林
、
保
育
及
び
伐
採
、
木
材
の
製

造
、
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
並
び
に
森
林
に
お
け
る
伐
採
後
の
造
林
と
い
う
循
環
が
安
定
的
か
つ
持
続
的
に

行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
森
林
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
の
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
が
十
分
に
図
ら
れ
る
こ
と
を
旨
と

し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 



 

二 

 
 

２ 

木
材
の
利
用
の
促
進
は
、
製
造
過
程
に
お
け
る
多
量
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
等
に
よ
る
環
境
へ
の
負
荷
の
程
度
が
高

い
資
材
又
は
化
石
資
源
に
代
替
し
て
、
森
林
か
ら
再
生
産
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
木
材
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

二
酸
化
炭
素
の
排
出
の
抑
制
そ
の
他
の
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

３ 

木
材
の
利
用
の
促
進
は
、
森
林
の
有
す
る
国
土
の
保
全
、
水
源
の
涵か

ん

養
そ
の
他
の
多
面
的
機
能
が
持
続
的
に
発
揮
さ

れ
る
と
と
も
に
、
林
業
及
び
木
材
産
業
の
持
続
的
か
つ
健
全
な
発
展
を
通
じ
て
山
村
そ
の
他
の
地
域
の
経
済
の
活
性
化

に
資
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

三 

責
務
規
定
の
改
正
等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
新
第
四
条
第
四
項
、
第
六
条
第
二
項
及
び
第
八
条
関
係
） 

 
 

１ 

国
は
、
建
築
用
木
材
等
の
適
切
か
つ
安
定
的
な
供
給
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

林
業
及
び
木
材
産
業
の
事
業
者
は
、
二
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
建
築
用
木
材
等
の
適
切
か
つ
安
定
的
な
供
給
に

努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

３ 

国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
二
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
木
材
の
利
用
の
促
進
の
た
め
、



 

 

三 

相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

四 
木
材
利
用
促
進
の
日
及
び
木
材
利
用
促
進
月
間
の
新
設 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
新
第
九
条
関
係
） 

 
 

１ 
国
民
の
間
に
広
く
木
材
の
利
用
の
促
進
に
つ
い
て
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
た
め
、
木
材
利
用
促
進
の
日
（
十
月
八

日
）
及
び
木
材
利
用
促
進
月
間
（
十
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
）
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
木
材
利
用
促
進
の
日
を
は
じ
め
木
材
利
用
促
進
月
間
に
お
い
て
、
そ
の
趣
旨
に
ふ
さ
わ

し
い
事
業
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
二 

建
築
物
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
拡
充
等 

 

一 

基
本
方
針
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
新
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
関
係
） 

 
 

 

基
本
方
針
、
都
道
府
県
方
針
及
び
市
町
村
方
針
の
対
象
を
公
共
建
築
物
か
ら
建
築
物
一
般
に
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
基

本
方
針
の
策
定
主
体
を
木
材
利
用
促
進
本
部
に
変
更
す
る
こ
と
。 

 

二 

木
造
建
築
物
の
設
計
及
び
施
工
に
係
る
先
進
的
な
技
術
の
普
及
の
促
進
等 

 
 
 
 
 
 
 

（
新
第
十
三
条
関
係
） 

 
 

 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
建
築
物
に
お
け
る
木
材
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
木
造
建
築
物
の
設
計
及
び
施
工
に
係

る
先
進
的
な
技
術
の
普
及
の
促
進
、
中
高
層
の
木
造
建
築
物
又
は
大
規
模
な
木
造
建
築
物
の
設
計
及
び
施
工
に
関
す
る
知



 

四 

識
及
び
技
能
を
有
す
る
人
材
の
育
成
、
建
築
用
木
材
及
び
木
造
建
築
物
の
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

三 

建
築
物
木
材
利
用
促
進
協
定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
新
第
十
五
条
関
係
） 

 
 

１ 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
及
び
事
業
者
等
（
事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
事
業
者
が
建
築

主
で
あ
る
建
築
物
に
お
け
る
木
材
の
利
用
に
関
す
る
構
想
そ
の
他
の
事
業
者
等
に
よ
る
建
築
物
に
お
け
る
木
材
の
利
用

の
促
進
に
関
す
る
構
想
（
以
下
「
建
築
物
木
材
利
用
促
進
構
想
」
と
い
う
。
）
及
び
国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
建

築
物
木
材
利
用
促
進
構
想
の
達
成
に
資
す
る
た
め
の
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
支
援
に
関
す
る
事
項
を
定
め
た
協
定
（
以

下
「
建
築
物
木
材
利
用
促
進
協
定
」
と
い
う
。
）
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
事
業
者
等
は
、
建
築
物
木
材
利
用
促
進
協
定
を
締
結
し
た
と
き
は
、
当
該
建
築
物
木
材
利

用
促
進
協
定
に
定
め
ら
れ
た
事
項
を
誠
実
に
履
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

３ 

国
は
、
そ
の
締
結
し
た
建
築
物
木
材
利
用
促
進
協
定
に
係
る
建
築
物
木
材
利
用
促
進
構
想
の
達
成
の
た
め
の
事
業
者

等
の
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、
当
該
建
築
物
木
材
利
用
促
進
協
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
建
築
物
に
お
け
る
木
材
の
利
用

に
よ
る
環
境
の
保
全
に
対
す
る
寄
与
の
程
度
の
評
価
の
実
施
及
び
公
表
、
必
要
な
財
政
上
の
配
慮
そ
の
他
の
必
要
な
支



 

 

五 

援
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

４ 

地
方
公
共
団
体
は
、
建
築
物
木
材
利
用
促
進
協
定
を
締
結
し
た
と
き
は
、
３
の
国
の
措
置
に
準
じ
て
、
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

四 

強
度
等
に
優
れ
た
建
築
用
木
材
の
製
造
に
係
る
技
術
の
開
発
及
び
普
及
の
促
進
等 

 
 
 
 

（
新
第
十
六
条
関
係
） 

 
 

 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
建
築
用
木
材
の
適
切
か
つ
安
定
的
な
供
給
の
確
保
を
図
る
た
め
、
強
度
又
は
耐
火
性
に
優

れ
た
建
築
用
木
材
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
建
築
用
木
材
の
製
造
に
係
る
技
術
及
び
そ
の
製
造
に
要
す
る
費
用
の

低
廉
化
に
資
す
る
技
術
の
開
発
及
び
普
及
の
促
進
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

五 

表
彰 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
新
第
三
十
一
条
関
係
） 

 
 

 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
し
特
に
顕
著
な
功
績
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
表
彰

を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
三 

木
材
利
用
促
進
本
部
の
設
置 

 

一 

設
置
及
び
所
掌
事
務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
新
第
二
十
五
条
関
係
） 

 
 

１ 

農
林
水
産
省
に
、
特
別
の
機
関
と
し
て
、
木
材
利
用
促
進
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
を
置
く
も
の
と
す
る



 

六 

こ
と
。 

 
 

２ 

本
部
は
、
基
本
方
針
の
策
定
及
び
実
施
の
推
進
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
重
要
事
項
に

関
す
る
審
議
及
び
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
実
施
の
推
進
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
す
る
こ

と
。 

 

二 

組
織
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
新
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
関
係
） 

 
 

 

本
部
は
、
木
材
利
用
促
進
本
部
長
（
農
林
水
産
大
臣
）
及
び
木
材
利
用
促
進
本
部
員
（
総
務
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、

経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
、
環
境
大
臣
等
）
を
も
っ
て
組
織
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
四 

施
行
期
日
等 

 

一 

施
行
期
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

 
 

 

こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 

二 

そ
の
他 

 
 

 

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 


